






















































































































































（２）職員苦情相談 

(ア) 概要 

 ａ 職員体制 

   計８人（職員課 審査・給与担当職員８人） うち女性３人（セクハラ相談の対応等） 

 ｂ 相談の方法 

   面談、電話、書面、ファクシミリ、メールにより相談 

 

(イ) 状況 

 ａ 件数等 

   令和３年度中に受理した件数は 54件（実件数）となっており、男女別では、男性 19件、女性

25件、その他・不明が10件で、任命権者別では、知事部局15件、教育委員会９件、警察本部０

件、市町村・一部事務組合等 23 件、その他・不明が７件となっている。相談の申出方法は、電

話 31件、メール 16件、面談７件、書面０件となっている。 

 

   ｂ 内容別・任命権者別処理件数            ※（ ）内は令和２年度の件数 

 
知事部局 

教育 

委員会 
警察本部 

市町村・一部

事務組合 

その他・ 

不明 
計 

任  用 1 (1) 1 (0)   2 (4) 1 (2) 5 (7) 

給  与 1 (0) 0    0 (0) 0  1 (0) 

勤務時間、休暇、服務等 3 (3) 3 (2)   7 (1) 1 (0) 14 (6) 

健 康 安 全 等 1 (0) 0    0 (0) 0  1 (0) 

セ ク ハ ラ 1 (0) 0    0 (0) 0  1 (0) 

パ ワ ハ ラ 3 (5) 2 (3)   5 (4) 3 (2) 13 (14) 

パ ワ ハ ラ 以 外 の い じ め 等 3 (2) 2 (3)   6 (0) 0 (1) 11 (6) 

公 平 審 査   0    0 (0) 0  0 (0) 

そ の 他 2 (0) 1 (1)   3 （1） 2 (1) 8 (3) 

計 15 (11) 9 (9) 0 (0) 23 (10) 7 (6) 54 (36) 

 

   ｃ 処理方法 

     制度説明・助言をしたものが 39 件、相談者の意向等を当局に伝達したものが 8 件、他機関を

紹介したものが３件、その他が４件となっている。 

なお、審査請求に移行した事例は１件あり、措置要求に移行した事例はなかった。 
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